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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体腔内に導入された白色光の反射光による被写体の像と体腔内に導入された励起光によ
って励起された生体組織から発する蛍光による被写体の像とを選択的に撮像するための蛍
光観察内視鏡の先端内に組み込まれ、前記各像を撮像素子の撮像面に形成する内視鏡用対
物光学系であって、
　夫々屈折力を有する１乃至複数のレンズと、
　前記各レンズの光軸に直交する回転軸を中心に回動可能に保持されているとともに、そ
の表面の一部には、前記回動による第１の回動位置においては前記撮像素子の撮像面へ向
かう被写体光全体が入射するとともに、前記回動による第２の回動位置においては前記被
写体光の光路からその全体が退避する励起光カットコーティングが施されている回動光学
素子とを含み、
　前記回動光学素子の表面における前記励起光カットコーティングが施されている領域，
及び、前記第２の回動位置において前記被写体光の光路に挿入される領域は、夫々、互い
に同じ屈折作用を有するレンズ面として形成されている
ことを特徴とする内視鏡用対物光学系。
【請求項２】
　前記回動光学素子の表面における前記励起光カットコーティングが施されている領域に
対向する領域，及び、前記第２の回動位置において前記被写体光の光路に挿入される領域
に対向する領域も、夫々、互いに同じ屈折作用を有するレンズ面として形成されている
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ことを特徴とする請求項１記載の内視鏡用対物光学系。
【請求項３】
　前記回動光学素子の形状は球形である
ことを特徴とする請求項２記載の内視鏡用対物光学系。
【請求項４】
　体腔内に導入された白色光の反射光による被写体の像と体腔内に導入された励起光によ
って励起された生体組織から発する蛍光による被写体の像とを選択的に撮像するための蛍
光観察内視鏡であって、
　その撮像面に形成された像を撮像する撮像素子と、
　前記撮像素子の撮像面に前記各像を夫々形成するために、夫々屈折力を有する１乃至複
数のレンズ，及び、前記各レンズの光軸に直交する回転軸を中心に回動可能に保持されて
いるとともに、その表面の一部には、前記回動による第１の回動位置においては前記撮像
素子の撮像面へ向かう被写体光全体が入射するとともに、前記回動による第２の回動位置
においては前記被写体光の光路からその全体が退避する励起光カットコーティングが施さ
れており、該励起光カットコーティングが施されている領域，及び、該第２の回動位置に
おいて前記被写体光の光路に挿入される領域は、夫々、互いに同じ屈折作用を有するレン
ズ面として形成されている回動光学素子を含む対物光学系とを、
長尺状の体腔内挿入部の先端内に組み込んでなることを特徴とする蛍光観察内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体腔内に導入された励起光によって体腔内壁下の生体組織から発した蛍光に
よる体腔内壁の像を撮像素子によって撮像する蛍光観察内視鏡，及び、このような蛍光観
察内視鏡に用いられる内視鏡対物光学系に、関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、生体組織は、特定の波長の光が照射されると、励起して蛍光を発する。
また、腫瘍や癌などの病変が生じている異常な生体組織は、正常な生体組織よりも蛍光の
発生が弱い。近年、体腔壁下の生体組織に生じた異状をこの反応現象を利用して検出する
ための内視鏡システムが、開発されている。
【０００３】
　そのような内視鏡システムとして、内視鏡の先端が体腔内に挿入された状態で、体腔内
壁の表面で反射された照明光により形成される体腔内壁の像（通常像）及び体腔壁下の生
体組織が発した蛍光により形成される体腔内壁の像（蛍光像）とを選択的に撮影できるも
のが、実用されている（例えば特許文献１参照）。この種の内視鏡システムに用いられる
光源装置は、生体組織を励起させるための励起光を白色光の中から取り出す励起光透過フ
ィルタを備えており、光源から射出される白色光の光路内に当該励起光透過フィルタを挿
入したり引き抜いたりすることにより、内視鏡内のライトガイドに、照明光としての白色
光及び励起光を選択的に導入する。但し、この種の内視鏡システムでは、励起光を体腔内
に照射した際に体腔壁の表面で反射された励起光により形成される体腔内の像が蛍光像に
混ざることを防止するため、対物光学系から撮影装置までの光路上に、励起光を除去する
ための励起光カットフィルタを組み込むことが必要である。例えば、特許文献１記載の内
視鏡システムでは、対物光学系に含まれる１枚のレンズのレンズ面に、励起光カットコー
ティングが施されている。
【特許文献１】特開２００２－１５３４１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような励起光カットフィルタは、励起光の波長の帯域及びそれよりも短い波長帯域
の光成分をカットするため、白色光を内視鏡内のライトガイドに導入して通常像の撮影を
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する場合にも、体腔壁の表面での反射光中の前記帯域の光成分を遮断してしまう。そうだ
としても、励起光が紫外領域の光であるならば、励起光カットフィルタによって遮断され
る波長成分は紫外領域であって、可視光成分は何ら欠落しないので、通常像に対する色再
現性には問題が生じない。
【０００５】
　しかしながら、励起光として例えば４００～４５０ｎｍ付近の可視光が用いられる場合
には、励起光カットフィルタによって遮断される波長成分が可視光成分なので、通常像の
観察に際してその色再現性が問題となる。
【０００６】
　この問題を解決する手段として、白色光を内視鏡内のライトガイドに導入している間に
通常像を撮影するための通常像観察用撮像素子と、励起光を内視鏡内のライトガイドに導
入している間に蛍光像を撮影するための蛍光像観察用撮像素子とを単一の内視鏡の体腔内
挿入部先端に組み込み、対物光学系と蛍光像観察用撮像素子との間の光路上にのみ励起光
カットフィルタを配置することも考えられる。但し、この構成を採用するためには、体腔
内挿入部先端内に二つの撮像素子とそれに対応した複雑な光学系が必要になるので、挿入
部先端が大きくなると共に、実際には組み立てるのは困難である。
【０００７】
　上記問題を解決する他の手段として、撮像素子を一つのみとするとともに、対物光学系
と撮像素子との間の光路中に励起光カットフィルタを選択的に挿入する構成も考えられる
。但し、この構成を採用するためには、励起光カットフィルタの駆動機構の配置スペース
の他、光路の側方に励起光カットフィルタを退避させるスペースを確保しなければならな
いので、内視鏡の体腔内挿入部先端内部にデッドスペースが増え、その外径が大きくなっ
てしまう。
【０００８】
　そこで、本発明の課題は、単一の撮像素子によって蛍光像及び色再現性が正確な通常像
の撮像が可能でありながら、観察及び駆動機構の設置スペースの他には対物光学系の側方
に励起光カットフィルタの退避スペースを確保する必要がないために、体腔内挿入部の外
径が太くなることを抑えられる蛍光観察内視鏡，及び、このような内視鏡に使用される内
視鏡対物光学系を、提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために案出された本発明による内視鏡対物光学系は、体腔内に導
入された白色光の反射光による被写体の像と体腔内に導入された励起光によって励起され
た生体組織から発する蛍光による被写体の像とを選択的に撮像するための蛍光観察内視鏡
の先端内に組み込まれ、前記各像を撮像素子の撮像面に形成する内視鏡用対物光学系であ
って、夫々屈折力を有する１乃至複数のレンズと、前記各レンズの光軸に直交する回転軸
を中心に回動可能に保持されているとともに、その表面の一部には、前記回動による第１
の回動位置においては前記撮像素子の撮像面へ向かう被写体光全体が入射するとともに、
前記回動による第２の回動位置においては前記被写体光の光路からその全体が退避する励
起光カットコーティングが施されている回動光学素子とを、含むことを特徴とする。
【００１０】
　同様に、上記の課題を解決するために案出された本発明による蛍光観察内視鏡は、体腔
内に導入された白色光の反射光による被写体の像と体腔内に導入された励起光によって励
起された生体組織から発する蛍光による被写体の像とを選択的に撮像するための蛍光観察
内視鏡であって、その撮像面に形成された像を撮像する撮像素子と、この撮像素子の撮像
面に前記各像を夫々形成するために、夫々屈折力を有する１乃至複数のレンズ，及び、前
記各レンズの光軸に直交する回転軸を中心に回動可能に保持されているとともに、その表
面の一部には、前記回動による第１の回動位置においては前記撮像素子の撮像面へ向かう
被写体光全体が入射するとともに、前記回動による第２の回動位置においては前記被写体
光の光路からその全体が退避する励起光カットコーティングが施されている回動光学素子
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を含む対物光学系とを、長尺状の体腔内挿入部の先端内に組み込んでなることを特徴とす
る。
【００１１】
　このように構成されると、蛍光観察時には、回動光学素子を第１の回動位置まで回動さ
せることによって、被写体光の全成分を励起光カットフィルタに入射させることができる
ので、励起光の波長帯域の成分はカットされて蛍光のみによる像を撮像することができる
一方、通常観察時には、回動光学素子を第２の回動位置まで回動させることによって、励
起光カットフィルタの全体を被写体光の光路外に退避させることができるので、被写体の
実際の色分布を正確に再現した画像を得ることができる。しかも、励起光カットコーティ
ングの被写体光からの退避は回動光学素子の回動によって行われるので、回動光学素子を
回動させるための機構の設置スペースは必要であるものの、励起光カットフィルタ自体を
退避させる空間は必要ではない。従って、その分だけ、体腔内挿入部の先端の外径が大き
くなってしまうことが防止される。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように構成された本発明の蛍光観察内視鏡及び内視鏡対物光学系によれば、単一
の撮像素子によって蛍光像及び色再現性が正確な通常像の撮像が可能でありながら、観察
及び駆動機構の設置スペースの他には対物光学系の側方に励起光カットフィルタの退避ス
ペースを確保する必要がない。よって、本発明による蛍光観察内視鏡及び本発明による内
視鏡対物光学系を組み込んだ内視鏡によれば、その体腔内挿入部の外径が太くなることが
抑えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面に基づいて、本発明を実施するための形態を、説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の実施形態である内視鏡システムの構成を示す概略構成図である。この
図１に示すように、この内視鏡システムは、蛍光観察内視鏡１０，光源プロセッサ装置２
０，及び、モニタ３０から、構成されている。
【００１５】
　図２は、この内視鏡システムに用いられる蛍光観察内視鏡１０の外観図である。この図
２に示すように、この蛍光観察内視鏡１０は、体腔内に挿入される可撓管状の体腔内挿入
部１０ａを、有している。この体腔内挿入部１０ａの先端には、湾曲部が組み込まれ、そ
の基端には、湾曲部の湾曲量及び湾曲方向を操作するためのアングルノブや各種のスイッ
チが設けられた操作部１０ｂが接続されている。更に、この操作部１０ｂの側面には、ラ
イトガイド可撓管１０ｃの先端が接続されており、このライトガイド可撓管１０ｃの基端
には、コネクタ１０ｄが接続されている。
【００１６】
　図１の概略図に示すように、体腔内挿入部１０ａの先端面には、３つの貫通孔が穿たれ
ており、そのうちの２つの貫通孔には、配光レンズ１１及び対物光学系１２がそれぞれ嵌
め込まれている。配光レンズ１１は、単一の負レンズからなる。対物光学系１２は、多数
枚のレンズから構成される結像光学系であり、その具体的な構成については、図３を用い
て後で詳しく説明する。体腔内挿入部１０ａに形成された残りの１つの貫通孔は、鉗子口
１３として利用される。体腔内挿入部１０ａ内には、この鉗子口１３と操作部に穿たれた
鉗子口とを結ぶ細管１４が、引き通されている。この細管１４は、鉗子や剪刀や凝固電極
などの処置具を挿入するための鉗子チャンネルとして機能する。
【００１７】
　さらに、体腔内挿入部１０ａ内には、ライトガイド１８が引き通されている。ライトガ
イド１８は、可撓な多数の光ファイバからなり、その先端面は、配光レンズ１１に対向し
ている。また、ライトガイド１８の基端は、操作部１０ｂ，ライトガイド可撓管１０ｃ内
を引き通されて、コネクタ１０ｄの基端面から突出している金属パイプ内に固定されてい
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る。
【００１８】
　さらに、体腔内挿入部１０ａ内には、対物光学系１２によって形成された被写体の像を
その撮像面にて撮像する撮像素子（カラーＣＣＤ）１６が組み込まれており、これら対物
光学系１２と撮像素子１６との間には、光学フィルタ１５（図３参照）が介在している。
【００１９】
　対物光学系１２は、図３（ａ），（ｂ）に示すように物体側から順に、負、正、負、正
の４枚構成の結像光学系であり、第１乃至第３レンズが、夫々屈折力を有する複数のレン
ズであり、最も像側のレンズが、完全な球体からなる回動光学素子としてのボールレンズ
１２０である。このボールレンズ１２０は、図１に示す駆動モータ１９により、対物光学
系１２全体の光軸に直交するとともに自身の中心を貫く回転軸を中心として、回転（自転
）可能に支持されている。そして、このボールレンズ１２０の表面には、駆動モータ１９
による回転（自転）の途中で対物光学系１２全体の光軸と交差する一点を中心とした励起
光カットコーティング１２０ａが施されている。この励起光カットコーティング１２０ａ
は、使用する励起光と同じ波長帯域（並びに、それよりも短波長側の帯域）の光を遮断し
、それよりも長波長側の帯域の光のみを透過する。
【００２０】
　そして、この励起光カットコーティング１２０ａの外径は、光軸を含み回転軸に垂直な
断面においてこのボールレンズ１２０の球の中心から見込む角度が９０°となり、且つ、
ボールレンズ１２０の有効径よりも十分大きくなるように設定されている。従って、励起
光カットコーティング１２０ａの中心が光軸上に在る場合（即ち、第１の回動位置）には
、対物光学系１２の物体側面から入射して後述する撮像素子１６の受光面に至る光束（以
下、「被写体光」という）は、全てこの励起光カットコーティング１２０ａに入射する。
これに対して、励起光カットコーティング１２０ａの中心が光軸上に在る状態からボール
レンズ１２０が９０°回転した場合（即ち、第２の回動位置）には、励起光カットコーテ
ィング１２０ａの全体が被写体光の光路外に退避する。
【００２１】
　蛍光観察内視鏡１０の操作部１０ｂの外面には、多数のスイッチ１０ｇ（図１では一つ
のみ図示）が設けられている。また、内視鏡１０のコネクタ１０ｄ内には、後述する光源
プロセッサ装置２０内のシステムコントロール部２２からの指示に従って撮像素子１６及
び駆動モータ１９を駆動する回路であるドライバ１７が、組み込まれている。
【００２２】
　撮像素子１６が像を撮像することによって出力した映像信号は、信号ケーブル１６ｂを
通じて出力される。この信号ケーブル１６ｂは、体腔内挿入部１０ａ，操作部１０ｂ及び
ライトガイド可撓管１０ｃ内を引き通されて、コネクタ１０ｄの端面に設けられた電気コ
ネクタ３１を構成する多数の信号ピンのうちの幾つかに、接続されている。この信号ケー
ブル１６ｂと並行して、各スイッチ１０ｇに夫々繋がる複数の信号線が、操作部１０ｂ及
びライトガイド可撓管１０ｃ内を引き通されて、電気コネクタ３１を構成する何れかの信
号ピンに夫々接続されている。同様に、ドライバ１７へ上記システムコントロール部２２
からの制御信号を入力する信号線も、電気コネクタ３１を構成する何れかの信号ピンに接
続されている。
【００２３】
　光源プロセッサ装置２０は、蛍光観察内視鏡１０のライトガイド１８の端面に白色光（
可視領域の全ての帯域を含む光）及び励起光を選択的に導入する光源ブロック２４，蛍光
観察内視鏡１０の電気コネクタ３１を通じて撮像素子１６から受信した映像信号に対して
画像処理を行うことによってビデオ信号を生成する画像処理部２３，及び、これら光源ブ
ロック２４及び画像処理部２３を統合的に制御するシステムコントロール部２２を、主要
構成としている。
【００２４】
　この光源プロセッサ装置２０の筐体の側面には、蛍光観察内視鏡１０のコネクタ１０ｄ
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から突出したライトガイド１８が挿入されるソケット（図示略）が、設けられている。こ
のソケットに挿入されたライトガイド１８の中心軸の延長線上には、光源ブロック２４を
構成する回転フィルタ２４１，集光レンズ２４３及び白色光源２４５が配置されている。
【００２５】
　白色光源２４５は、システムコントロール部２２によって制御され、少なくとも可視領
域の全帯域の光及び励起光として用いられる帯域の光（可視光又は紫外光）を含む白色光
を、集光レンズ２４３の光軸に沿って（従って、ライトガイド１８の中心軸の延長線に沿
って）、平行光として射出する。集光レンズ２４３は、その光軸に沿って白色光源２４５
から射出された平行光をソケットに挿入されたライトガイド１８の基端面に集光する。
【００２６】
　ソケットに挿入されたライトガイド１８と集光レンズ２４３との間に配置された回転フ
ィルタ２４１は、システムコントロール部２２によって制御されるフィルタモータ２４２
によって、その中心を回転軸として回転する。そして、この回転フィルタ２４１には、そ
の回転中心と同心に、中心角がともに１８０°であって互いに合同形状である透過部及び
励起光透過フィルタが設けられている。この透過部は、白色光の全てを透過する。一方、
励起光透過フィルタは、白色光から励起光として用いられる帯域の光のみを透過する。回
転フィルタ２４１は、その回転に伴って透過部及び励起光透過フィルタが交互に白色光の
光路に侵入する位置に、配置されている。
【００２７】
　光源プロセッサ装置２０の筐体の側面には、更に、上述したソケットにライトガイド１
８が挿入された状態において電気コネクタ３１を構成する各端子と夫々導通する多数の電
極が設けられている。これら各端子及び各電極の導通により、ドライバ１７及び各スイッ
チ１０ｇはシステムコントロール部２２に接続され、撮像素子１６からの映像信号を伝達
する信号ケーブル１６ｂは画像処理部２３に接続される。
【００２８】
　システムコントロール部２２は、特定のスイッチ（モード切替スイッチ）１０ｇが操作
される毎に、その動作モードを、通常観察モードと蛍光観察モードとの間で交互に切り替
える。そして、システムコントロール部２２は、何れの動作モードにおいても白色光源２
４５から白色光を射出させる。
【００２９】
　そして、通常観察モードにおいては、システムコントロール部２２は、回転フィルタ２
４１の透過部が白色光の光路に侵入した回転位置にてこの回転フィルタ２４１を停止させ
る様に、フィルタモータ２４２を制御する。その結果、白色光の全体が、常に、ライトガ
イド１８に入射し、配光レンズ１１を通じて被写体に照射される。同時に、システムコン
トロール部２２は、励起光カットコーティング１２０ａが被写体光の光路から退避した回
転位置にてボールレンズ１２０を停止させるように駆動モータ１９を制御するとともに、
対物光学系１２によって形成された像を所定の垂直同期周期毎に撮像させるように撮像素
子１６を制御することを、ドライバ１７に命じる。その結果、上記垂直同期周期毎に、被
写体表面での白色光の反射光による被写体像を撮像することによって得られた映像信号が
撮像素子１６から出力されて、画像処理部２３に入力される。
【００３０】
　一方、システムコントロール部２２は、動作モードが蛍光観察モードに切り替わると、
回転フィルタ２４１を上記垂直同期周期の２倍の周期で等速回転させ、且つ、垂直同期の
タイミング毎に透過部又は励起光フィルタの中心が夫々集光レンズ２４３の光軸と交差す
る様に、フィルタモータ２４２を制御する。その結果、上記垂直同期周期にて、ライトガ
イド１８に入射して配光レンズ１１を通じて被写体に照射される光が、白色光と励起光と
の間で交互に切り替わる。同時に、システムコントロール部２２は、ボールレンズ１２０
を上記垂直同期周期の４倍の周期で等速回転させ、且つ、白色光が被写体に照射されてい
る間は、励起光カットコーティング１２０ａが被写体光の光路から退避するとともに、回
転フィルタ２４１の励起光フィルタの中心が集光レンズ２４３の光軸と交差するタイミン
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グで励起光カットコーティング１２０ａの中心が対物光学系１２全体の光軸と交差する様
に駆動モータ１９を制御するとともに、対物光学系１２によって形成された像を垂直同期
のタイミング毎に撮像させるように撮像素子１６を制御することを、ドライバ１７に命じ
る。なお、励起光カットコーティング１２０ａの外縁が被写体光の光路を横断する期間は
、撮像素子１６が映像信号を転送するために費やされ、励起光カットコーティング１２０
ａの外縁が被写体光の光路外にある期間内においてのみ撮像素子１６による撮像（すなわ
ち、電荷の蓄積）がなされる。その結果、被写体表面での白色光の反射光による被写体像
を撮像することによって得られた映像信号（便宜上「白色光映像信号」という）と、励起
光によって励起された生体組織から発した蛍光のみによる被写体像を撮像することによっ
て得られた映像信号（便宜上「蛍光映像信号」という）とが、垂直同期周期毎に交互に撮
像素子１６から出力されて、画像処理部２３に入射する。
【００３１】
　システムコントロール部２２は、また、画像処理部２３に接続されており、この画像処
理部２３に対しても、上記垂直同期タイミングを通知するとともに、現在の動作モードを
通知する。この画像処理部２３は、システムコントロール部２２から通知されている動作
モードが通常観察モードである間は、撮像素子１６から入力された映像信号をビデオ信号
に変換して、そのままモニタ３０に出力する。一方、システムコントロール部２２から通
知されている動作モードが蛍光観察モードである間は、画像処理部２３は、連続して撮像
素子１６から入力された白色光映像信号の輝度値分布と蛍光映像信号の輝度値分布とを比
較して、後者においては暗部として写り込んでいるが前者においては暗部となっていない
部分を病変部として特定し、特定した病変部を特定色にて元の参照映像信号中にスーパー
インポーズしてなる映像信号（便宜上「診断用映像信号」という）を生成し、この診断用
映像信号をビデオ信号に変換して、モニタ３０に出力する。
【００３２】
　以上のように構成された蛍光内視鏡システムを用いて施術を行う術者は、蛍光観察内視
鏡１０のスイッチ１０ｇを適宜操作することによって光源プロセッサ装置２０の動作モー
ドを通常観察モードに切り替えた上で、モニタ３０上に映し出される映像を見ながら、蛍
光観察内視鏡１０の体腔内挿入部１０ａを被験者の体腔内に挿入してゆく。このとき、上
述したように、システムコントロール部２２による制御により、ライトガイド１８には常
時白色光が導入され、ボールレンズ１２０は、励起光カットコーティング１２０ａを被写
体光の光路外に退避させた状態で停止している。従って、被写体の表面に照射された白色
光のうち当該被写体表面の色に応じたスペクトルにて反射された成分からなる反射光の全
成分が、励起光カットコーティング１２０ａによって遮断されることなく、撮像素子１６
の撮像面へ向かう。従って、その入射光に基づいて得られた映像信号によってモニタ３０
上に表示される映像は、被写体の表面の色分布を正確に再現したものとなる。
【００３３】
　術者は、このようにしてモニタ３０上に表示されている映像中に病変部と思しき部位を
捕捉すると、モード切替スイッチ１０ｇを操作することによって光源プロセッサ装置２０
の動作モードを蛍光観察モードに切り替える。すると、システムコントロール部２２の制
御に従い、回転フィルタ２４１とボールレンズ１２０とが互いに同期して回転する。その
結果、各垂直同期周期毎に、被写体に照射される光が白色光と励起光との間で切り替わり
、白色光が被写体に照射されている間には、上述したように被写体表面の色を正確に再現
した白色光映像信号が得られ、励起光が被写体に照射されている間には、励起光成分が励
起光カットコーティング１２０ａに遮断されることによって生体組織が発した蛍光のみに
基づく蛍光映像信号が得られる。術者は、これら白色光映像信号および蛍光映像信号に基
づいて生成された診断用映像信号によってモニタ３０上に表示される映像を見ることによ
り、当該部位が病変部であるか否かの判定を行うのである。
【００３４】
　以上に説明したように、本実施形態によると、ボールレンズ１２０を駆動する機構（即
ち駆動モータ１９）の設置スペースは必要であるが、励起光カットフィルタの類を被写体
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光の光路から退避させるための退避スペースが不要となる。従って、蛍光観察内視鏡１０
の体腔内挿入部１０ａの外径を徒に太くしてしまうことがない。
［変形例］
【００３５】
　上述した実施形態においては、蛍光観察モード下においては、システムコントロール部
２２は回転フィルタ２４１とボールレンズ１２０とを同期して定速回転させ、画像処理部
２３は、白色光映像信号及び蛍光映像信号に基づいて診断用映像信号を生成していた。こ
れを変形して、システムコントロール部２２は、回転フィルタ２４１の励起光フィルタが
白色光の光路に侵入した回転位置にてこの回転フィルタ２４１を停止させる様にフィルタ
モータ２４２を制御するとともに、励起光カットコーティング１２０ａの中心が対物光学
系１２の光軸と合致した回転位置にてボールレンズ１２０を停止させるように駆動モータ
１９を制御しても良い。すると、蛍光映像信号のみが常時画像処理部２３に入力されるよ
うになる。この場合、画像処理部２３は、蛍光映像信号をそのままビデオ信号に変換して
モニタ３０上に映像を表示させることになる。その結果、モニタ３０上には、被写体の蛍
光の強度分布が表示されることになるので、術者は、その蛍光強度分布に基づいて病変部
の有無を判断することになる。
【００３６】
　このように変形した場合には、蛍光モード中にボールレンズ１２０を定速回転させない
ので、励起光カットコーティング１２０ａの外縁が被写体光の光路を横切る期間の存在を
考慮する必要がない。よって、励起光カットコーティング１２０ａ及びボールレンズ１２
０の外径を極力小さくすることができるので、体腔内挿入部１０ａの外径を更に細くする
ことができる。
【実施形態２】
【００３７】
　図４は、本発明の第２の実施形態による内視鏡システムを構成する蛍光観察内視鏡にお
いて、上述した第１実施形態のボールレンズ１２０に代用される回動光学素子としての回
動フィルタ１３０の縦断面を示す。この回動フィルタ１３０は、対物光学系１２全体の光
軸にその中心軸が直交するように配置された正四角柱形状（立方体形状）を有し、その中
心軸を回転軸として回転自在に、駆動モータ１９によって保持されている。そして、この
回動フィルタ１３０における回転軸と平行な一側面に、励起光カットコーティング１３０
ａが施されている。
【００３８】
　本第２実施形態において、システムコントロール部２２及び画像処理部２３は、上述し
た第１実施形態の変形例と同様に動作する。即ち、通常観察モードにおいては、回動フィ
ルタ１３０における励起光カットコーティング１３０ａに隣接する面が被写体光の光路に
挿入されるとともに励起光カットコーティング１３０ａが被写体光の光路から退避した状
態（第２の回動位置）で回動フィルタ１３０が停止され、蛍光観察モードにおいては、回
動フィルタ１３０における励起光カットコーティング１３０ａが被写体光の光路に挿入さ
れた状態（第１の回動位置）で回動フィルタ１３０が停止さる。
【００３９】
　回動フィルタ１３０は、通常観察モード時においても蛍光観察モード時においても被写
体光に対してパワーを及ぼさない。従って、対物光学系１２の他のレンズの設計の自由度
が増す。
【００４０】
　本第２実施形態によるその他の作用効果は、上述した第１実施形態のものと全く同じな
ので、その説明を省略する。
【実施形態３】
【００４１】
　図５は、本発明の第３の実施形態による内視鏡システムを構成する蛍光観察内視鏡にお
いて、上述した第１実施形態のボールレンズ１２０に代用される回動光学素子としての回
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動レンズ１４０の縦断面を示す。この回動レンズ１４０は、上述した第２実施形態の回動
フィルタ１３０における励起光カットコーティング１３０ａが施されている面（回動光学
素子の表面における励起光カットコーティングが施されている領域），及び、これに隣接
する面（第２の回動位置において被写体光の光路に挿入される領域）に、互いに同一屈折
作用のレンズ面形状を付与したのと等価な形状を有している。このレンズ面形状は、第１
実施形態のボールレンズ１２０のような球面には限定されず、非球面形状でもよい。従っ
て、回動レンズ１４０自体に起因する収差をあまり発生させることなく、対物レンズ１２
に求められる性能の一部を回動レンズ１４０が担うことができる。また、励起光カットコ
ーティング１４０ａはレンズ面に対向する平面に施してもよい。
【００４２】
　本第３実施形態において、システムコントロール部２２及び画像処理部２３は、上述し
た第１実施形態の変形例と同様に動作する。即ち、通常観察モードにおいては、回動レン
ズ１４０における励起光カットコーティング１４０ａに隣接するレンズ面が光学フィルタ
１５側に近接して被写体光の光路に挿入されるとともに励起光カットコーティング１４０
ａが被写体光の光路から退避した状態（第２の回動位置）で回動レンズ１４０が停止され
、蛍光観察モードにおいては、回動レンズ１４０における励起光カットコーティング１４
０ａが光学フィルタ１５側に近接して被写体光の光路に挿入された状態（第１の回動位置
）で回動レンズ１４０が停止さる。
【００４３】
　従って、本第３実施形態によると、上述した第１実施形態に比して対物光学系１２の他
のレンズの設計の自由度が増すとともに、上述した第２実施形態に比しても対物光学系１
２の全長を短く抑えることができるという利点がある。
【００４４】
　本第２実施形態によるその他の作用効果は、上述した第１実施形態のものと全く同じな
ので、その説明を省略する。
【実施形態４】
【００４５】
　図６は、本発明の第４の実施形態による内視鏡システムを構成する蛍光観察内視鏡にお
いて、上述した第１実施形態のボールレンズ１２０に代用される回動光学素子としての回
動レンズ１５０である。この回動レンズ１５０は、上述した第３実施形態の回動レンズ１
４０における各レンズ面に対向する面にも、励起光カットコートを施した面に対向する面
と励起光カットコートを施した面に隣接する面に対向する面とが互いに同一の屈折作用を
持つようにレンズ面形状を付与した形状を有している。
【００４６】
　本第４実施形態において、システムコントロール部２２及び画像処理部２３は、上述し
た第１実施形態の変形例と同様に動作する。即ち、通常観察モードにおいては、回動レン
ズ１５０における励起光カットコーティング１５０ａに隣接するレンズ面が光学フィルタ
１５側に近接して被写体光の光路に挿入されるとともに励起光カットコーティング１５０
ａが被写体光の光路から退避した状態（第２の回動位置）で回動レンズ１５０が停止され
、蛍光観察モードにおいては、回動レンズ１５０における励起光カットコーティング１５
０ａが光学フィルタ１５側に近接して被写体光の光路に挿入された状態（第１の回動位置
）で回動レンズ１５０が停止さる。
【００４７】
　従って、本第４実施形態によると、上述した第３実施形態においては、被写体光の光路
中に挿入された回動レンズ１４０の一対の面のうち一方の面のみが担っていたパワーを他
方の面にも分担させることができるので、第３実施形態と比較しても更にレンズの設計の
自由度が増すとともに、対物光学系１２の全長を短く抑えることができる。
【００４８】
　本第４実施形態によるその他の作用効果は、上述した第１実施形態のものと全く同じな
ので、その説明を省略する。
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【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の第１の実施形態による内視鏡システムの内部構成を示す概略図
【図２】蛍光観察内視鏡の外観図
【図３】対物光学系から撮像素子までの光学構成を示す光学構成図
【図４】本発明の第２の実施形態に用いられる回動フィルタの縦断面図
【図５】本発明の第３の実施形態に用いられる回動レンズの縦断面図
【図６】本発明の第４の実施形態に用いられる回動レンズの縦断面図
【符号の説明】
【００５０】
　　１０　　蛍光観察内視鏡
　　１１　　配光レンズ
　　１２　　対物光学系
　　１６　　撮像素子
　　１８　　ライトガイド
　　２０　　光源プロセッサ装置
　　２２　　システムコントロール回路
　　２３　　画像処理部
　　２４　　光源ブロック
　１２０　　ボールレンズ
　２４１　　回転フィルタ
　２４２　　フィルタモータ
　２４５　　白色光源
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